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別添１ 

令和８年度ドローン飛行モデル検証業務委託仕様書 

 

1 委託業務名 

令和８年度ドローン飛行モデル検証業務（以下「本業務」という。） 

 

2 委託期間 

契約締結の日から令和９年３月 26日（金）まで 

 

3 業務目的 

人手不足が深刻化する中、インフラの管理や物流の効率化、さらには災害時の物資輸送など

で、無人航空機（以下「ドローン」という。）等のデジタル技術の活用が期待されており、国におい

ては、飛行規制の緩和をはじめ、ドローンの航路の構築などの社会実装に向けた取組が進めら

れている。 

本県においては、これまで、災害対応や産業振興でドローンの活用を推進するため、市町村

の協力の下、レベル３.５飛行による長距離・目視外の実証飛行を実施する中で、公的施設の活

用や鉄道線路、自動車専用道路といった重要インフラ施設の上空を通過する飛行等、民間事

業者単独では困難な飛行に関する知識の獲得や社会受容性の確認等を行った。 

令和 8 年度は、前年度に引き続き、ドローンの可能性を確認するため、民間事業者単独では

困難な人口集中地区（DID）を目的地とする目視外の実証飛行を実施するとともに、産業分野で

の活用を見据え、ドローン飛行による搬送物への影響の検証等も行うことで、ドローンの産業分

野での活用の考え方をはじめとしたドローン飛行に関する知見の収集、並びに社会受容性の向

上を図るものとする。 

実証飛行の結果は、県内の事業者や市町村等と共有することにより、県内における産業需要

の創出や、社会課題解決の手法としての活用の可能性の広がり等につなげていく。 

 

4 業務の内容 

本業務は、次の（１）から（6）までのすべての要件を満たして実施するとともに、鳥取県（以下

「発注者」という。）と連携して滞りなく実施すること。 

（１） 基本事項 

 産業振興や社会課題の解決手法としての有効性を確認するため、DID内の施設を目的地と

して、ドローンによる運搬実験を中心とした実証飛行を行う。 

 また、産業分野でのドローン活用の可能性を検証するため、ドローン飛行による荷物への影

響（温度変化、振動等）等の実証飛行を企画し、本実証飛行の実施を通して、今後、県内で

航路を構築していく際に必要となる手続きやコスト、環境条件、技術的課題、社会受容性等を

確認する。今年度は、特に、DID内を安全に飛行する場合の飛行条件等に関する知見を得る

ものとする。 

 なお、実証飛行に係る飛行計画の作成、飛行に伴う許可・承認の取得をはじめとする関係

者との調整、離着陸地点や最大落下範囲として想定される土地・施設等の所有者に対する説



2 

 

明並びに安全の確保、その他実証飛行の実施に必要となる事項は、すべて受注者において

対応するものとする。 

（2） 飛行方法 

実証飛行は、不測の事故に対応するため、第三者賠償責任保険に加入して実施するもの

とし、航空法（昭和 27年法律第 231 号。以下単に「法」という。）第 132条の 40に規定する無

人航空機操縦者技能証明を有する者による「レベル３．5飛行」の実施を想定するものとする。 

なお、今後、社会実装が進むことを見据え、想定される課題の解決に資する有益な事項が

あれば、提案に加えること。 

目視外飛行による実証飛行にあたっては、国土交通省が公表している「無人航空機の安全

な飛行のためのガイドライン」及び「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン Ver.4」

（いずれも実証飛行までに改訂があった場合は、改訂後のものとする。）を遵守すること。また、

搬送する荷物が医薬品を想定する実証を行う場合は、「ドローンによる医薬品配送に関する

ガイドライン」を参考とする等、適宜、国の関係省庁が通知しているドローン飛行に関するガイ

ドラインを参考とすること。（https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/drone_platform/index.html を

参考）第三者賠償責任保険については、必要な金額による保険加入を含めた安全管理対策

を万全に行うものとし、国土交通省その他が定めるドローンの飛行に関する規制等に沿ったも

のとすること。 

（３） 飛行条件 

次のアからエまでの要件にすべて適合するものであること。 

ア 天候条件 

飛行は、晴天又は荒天のいずれも可とする。ただし、荒天時に飛行する場合は、使用

する機体の性能及び操縦者の技能を越えない飛行方法とすること。また、業務の終了後

に提出する業務完了報告書には、荒天時の飛行に係る技術的課題や飛行時の留意事

項を明らかにすること。 

イ 飛行環境条件 

平時においては、日常的にドローンによる施設等の点検や県内事業者、消費者に対す

る物流が行われている中で、地震や台風その他の災害の発生によって、目的地点に至る

主要道路等が途絶され、周囲と人流や物流が閉ざされた環境を想定するものとする。 

目的地点へは、日用品や医薬品等の軽量の荷物（5 キログラム以下のもの）を運搬する

ものとし、運搬する荷物（以下単に「運搬物」という。）についても、企画提案書の中で例示

すること。 

ウ 機体条件 

実証飛行に使用する機体は、法第２条第 22 項に規定する無人航空機のうち、飛行方

法に応じて、法第 132 条の 16 に規定する第一種型式認証若しくは第二種型式認証を受

けている機体、又は製造メーカーから、レベル 3 又はレベル 3.5 飛行の許可・承認の申請

が可能と発表されている機体とし、離陸地点から目的地点までの間、運搬物を落下させる

ことなく、安全に運搬することができる機体を選定すること。 

また、LTE回線による飛行が可能な機体を選定すること。 

機体は、自己の所有物又は賃貸のいずれも可とするが、賃貸による場合は、実証飛行

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/drone_platform/index.html
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の日に確実に確保し、天候により、飛行の日が変更となることもあらかじめ考慮すること。 

なお、企画提案書には、使用機体の性能等（名称、型式、製造者、飛行可能な気候等

の条件（気候、風速等）、飛行可能距離、飛行可能速度、ペイロード等）を記載すること。 

エ 操縦者条件 

前記ウで定める機体の操縦を行う者（以下「操縦者」という。）は、飛行方法に応じて、法

第 132条の 42に規定する一等無人航空機操縦士又は二等無人航空機操縦士の無人航

空機操縦者技能証明を受けている者とすること。 

（４） 飛行ルート 

飛行ルートは、以下の基本ルートとする。また、基本ルート以外のルートも提案する場合は、

産業分野での活用を視野にウからエまでのすべての要件を満たすものとし、それぞれのルー

ト案を明確とすること。 

ア 基本ルート 

基本ルートは、離陸地点を伯耆しあわせの郷（倉吉市小田 458）とし、着陸地点が宮川

公園（倉吉市宮川町２丁目）を想定した、主に天神川上空を飛行する飛行ルートとする。 

イ 経由地点 

アの飛行ルート間において、ドローンによる物流や点検等、産業分野での活用を想定し

た企画を行うこと。 

ウ 着陸地点 

着陸地点は DID にかかることから、第三者の立入管理措置等が必要とされるが、可能

であれば、今後、ドローンを運用し、事業展開できるような立入管理措置を検討すること。

また、国土交通省航空局に DID にかかる飛行許可を申請する際には、そのやりとりを記録

すること。 

エ その他 

飛行ルート設定の際は、緊急着陸地点も設けること。運搬物を離陸地点で搭載しないと

き、又は飛行ルートの距離と機体の性能により、目的地点までの無着陸飛行が難しいとき

は、経由地点を設けて、当該経由地点から目的地点に向かうルートも可とする。 

（５）運搬物への影響についての検証等 

 物流分野でドローンによる社会実装を進める中で、どのような運搬物が運べるか、その可能

性を検討するため、ドローンカーゴ内の温度変化や振動等、運搬物への影響を検証する企

画を検討すること。なお、取得したデータの検証の際は、発注者と連携して行うこと。 

その他、設定した飛行ルート間でドローンによる点検等、物流以外でドローンを活用した提

案があれば、企画提案書の中で検証案を提示すること。 

（６） ぼうさいこくたい 2026 との連携 

令和８年 10 月 17 日（土）から 18 日（日）に倉吉市エースパック未来中心等で開催されるぼ

うさいこくたい 2026 と連携した飛行計画を検討すること。その際に、開催当日の警備状況も考

慮し、安全に十分配慮した飛行計画を検討すること。（例：飛行実施は大会開催前日とし、大

会開催当日には事前に撮影した飛行映像やドローンで運搬した荷物を会場で公開等） 

（７） 安全の確保、飛行許可手続き、市町村・地域住民への理解と協力の確保等 

 飛行ルート案を作成した後は、実証飛行までの間、次のアからクまでの対応を行うこと。特に、
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安全面に最大限考慮し、飛行ルートから算定される最大落下範囲にある地域住民へ飛行の

実施を周知して、地域の自治会等への説明会の実施等により理解促進を図ること。 

ア 鉄塔、電線、橋梁等、実証飛行の際に障害となりうる障害物や、交通量等の事前確認を

行い、実際の飛行ルートを構築すること。 

イ 上空を飛行する河川、橋梁、道路、国有林・民有林等について、行政機関等と連携して実

証飛行に係る許認可の必要性の確認を行うとともに、許認可等が必要な場合は速やかに

必要な手続きを行うこと。 

ウ 道路等の一時横断を行う際には、交通量の少ない時間帯を確認した上で、必要な立入管

理措置など、安全面に最大限考慮した実施体制を構築して実証飛行を行うこと。 

エ 国土交通省等への必要な飛行許可・承認等の申請を遅滞なく行うこと。 

オ 実証飛行中、ドローンから発信される映像情報によって、常時、飛行状況を映像で確認す

ることが可能となるよう、あらかじめ余裕をもって電波状況を確認すること。なお、実証飛行

中は、発注者も飛行状況を映像で確認することができる実施拠点を設けること。 

カ 山間部上空を飛行する際には、山の起伏を考慮し、原則、高度 150m を超えない範囲で

飛行計画を立案すること。 

キ 飛行ルートから算定される最大落下範囲にある地域住民には、あらかじめ実証飛行の実

施に関する告知を行うこと。特に次の①から⑤までの事項を周知するため、地域の自治会

等への説明会等を実施して理解の促進を図ること。 

なお、地域住民への周知等にあたっては、当該市町村の協力を得ながら、実施していく

ものとする。 

①ドローンの飛行を実施する日時 

②ドローンの飛行時の駆動音の程度 

③ドローンの飛行時の映像イメージの提供とプライパシー配慮への対応内容 

④地域において離発着する場所（緊急避難のために使用する場所を含む。） 

⑤当該地域の上空を飛行するルート 

ク 実証飛行時に、安全確保のための人員の配置計画を作成し、その手配を行うこと。 

（８） 第三者賠償責任保険への加入 

実証飛行を実施する上で、適切かつ十分な補償を行うことができる保険に加入すること。 

（９） 事業計画書の提出 

実証飛行を実施までの間の事業実施計画書（ルート設計案、調査、地域住民への周知・説

明会等の実証飛行までの間の工程表を記載したもの（任意様式））を、契約締結後、発注者に

提出すること。 

（10） 定期的な情報交換の実施 

  定期的に発注者との間で、情報の共有及び意見交換会を行うこととし、事業の進捗や発

生した課題への対応状況などについて、相互に確認するものとする。 

 

5 業務完了報告書の提出 

受注者は、本業務の完了後 10 日又は令和 9 年 3 月 31 日のいずれか早い日までに発注者

に業務完了報告書を提出し、発注者の検査を受けるものとする。なお、業務完了報告書には、
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成果物として、次の（１）から（５）までの資料を提出すること。 

（１） 「４ 業務の内容」の（１）から（6）までの事項に関する実施結果 

（２） 本業務で検証した飛行ルート及び飛行条件、関係者との交渉内容 

（３） 実証結果を踏まえて、鳥取県内で飛行が望ましいルートとそのルート構築条件の提案 

（離着陸場所の条件、飛行ルートを通る市町村、地域住民への周知・説明会等により理解

を得るためのポイント、飛行時の許可等を得るべき相手とそのための条件、気候及び電波

の条件、その他飛行に関する条件等） 

（４） 鳥取県内における物流ドローンを活用した産業振興に関する提案 

（５） その他必要な事項 

 

6 各書類の提出場所及び問合せ先 

〒680-8570鳥取市東町一丁目 220 

鳥取県商工労働部商工政策課 

（電話）0857-26-7538 （ファクシミリ) 0857-26-8117 

（電子メール） shoukou-seisaku@pref.tottori.lg.jp 

 

7 再委託の禁止 

受注者は、本業務を一括して第三者に委託し、又は請け負わせることができない。ただし、本

業務を効率的に行う上で必要と思われる業務については、組織体制を明確にして発注者との協

議の上、第三者に委託することができる。ただし、特段の理由がある場合を除き、再委託する業

務に本業務の中核となる部分が含まれていないことを条件とする。 

 

8 機密情報等の取扱い 

（１） 受注者は、本業務の履行に関して知り得た情報を機密情報として扱い、他の目的に使用

し、又は第三者に開示し、若しくは漏えいしてはならない。 

（２） （１）の規定にかかわらず、次に掲げる情報については、特に定めがない限り、機密情報と

して扱わないものとする。 

ア 正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報で、情報の開示について当該第三

者の書面による承諾を得た情報 

イ 受注者が機密情報を利用することなく独自に開発した情報 

ウ 公知のもの、又は発注者若しくは第三者から得た後、受注者の責めによらないで公知とな

った情報 

（３） 受注者は、本業務に従事する者並びに７の規定により本業務を再委託する場合の再委託

先及びそれらの使用人（以下「受注者等」という。）が（１）及び（２）の規定に違反し、発注者

又は第三者に損害を与えた場合は、その損害を賠償しなければならない。 

（４） （３）の規定は、本業務に係る契約の満了又は解除等契約終了事由の如何を問わず、本

業務に係る契約終了後もその効力を有する。 

（５） 機密情報の提供、返却等の授受については、11の(４)の規定を準用する。 

（６） 機密情報のうち個人情報に該当する情報については、９の規定が本規定に優先して適用

tel:0857-26-7538


6 

 

されるものとする。  

 

9 個人情報の保護 

 （１） 受注者は、本業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報・死

者情報の取扱いに係る特記事項」（以下「特記事項」という。）を遵守しなければならない 

 （２） 受注者は、委託業務を発注者の承認を受けて第三者に再委託する場合、当該受託者に

対して特記事項を遵守させなければならない。 

 

10 損害賠償 

受注者は、その責めに帰する事由により、本業務の実施に関し発注者又は第三者に損害を

与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 

  

11 資料提供 

（１） 受注者から発注者に対し、本業務遂行に必要な資料等の提供の要請があった場合、発注

者と受注者が協議の上、発注者は受注者に対し、無償でこれらの提供を行う。 

（２） 受注者は、発注者から提供された本業務に関する資料等を善良なる管理者の注意をもっ

て管理し、保管し、かつ、本業務以外の用途に使用し、または第三者に提供してはならない。 

（３） 受注者は、本業務に係る契約が満了し、若しくは解除されたとき、又は資料等が本業務遂

行上不要となった場合、遅滞なく資料等を発注者に返還し、又は発注者の指示に従った処

置を行うものとする。 

（４） 発注者及び受注者は、（１）から（３）までの規定における資料等の提供、返還その他処置等

について、書面をもってこれを行うものとする。 

 

12 その他 

本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、発注者と

受注者が協議して定めるものとする。 
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別記 

個人情報・死者情報の取扱いに係る特記事項 

 

（基本的事項） 

第１条 受注者（以下、「乙」という。）は、この契約による業務（以下「業務」という。）を行うに当たっ

ては、個人の権利利益を侵害することのないよう個人情報（個人情報の保護に関する法律（平成15年法

律第57号）第２条第１項に規定する個人情報をいう。以下同じ。）を適正に取り扱わなければならない。 

（秘密の保持） 

第２条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。 

２ 乙は、業務に従事している者又は従事していた者（以下「従事者」という。）が、当該業務に関して知

り得た個人情報を他に漏らさないようにしなければならない。 

３ 前２項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

 （目的外保有・利用の禁止） 

第３条 乙は、業務の目的以外の目的のために、業務に関して知り得た個人情報を保有し、又は利用して

はならない。 

（第三者への提供の禁止） 

第４条 乙は、業務に関して知り得た個人情報を第三者に提供してはならない。ただし、あらかじめ鳥取

県（以下、「甲」という。）甲が書面又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

（再委託等の禁止） 

第５条 乙は、業務を第三者（乙の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号に規定す

る子会社をいう。）を含む。）に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ甲が書面又

は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

２ 前項ただし書の場合には、乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務を前項の第

三者（以下「再委託先」という。）にも遵守させなければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先における個人情報の取扱いを管理し、監督しなければならな

い。 

（個人情報の引渡し） 

第６条 業務に関する甲乙間の個人情報の引渡しは、甲が指定する方法、日時及び場所で行うものとす

る。 

２ 乙は、業務を行うために甲から個人情報の引渡しを受けるときは、甲に対し当該個人情報を預かる旨

の書面又は電磁的記録を交付しなければならない。 

（複製・複写の禁止） 

第７条 乙は、業務において利用する個人情報（業務を行うために甲から引き渡され、又は乙が自ら収集

した個人情報をいう。以下同じ。）を複写し、又は複製してはならない。ただし、あらかじめ甲が書面

又は電磁的記録で承諾した場合には、この限りでない。 

（安全管理措置） 

第８条 乙は、業務において利用する個人情報を取り扱うに当たり、甲と同等の水準をもって、当該個人

情報の漏えい、滅失、毀損又は不正な利用（以下「漏えい等」という。）の防止その他の当該個人情報

の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 
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（研修実施時における報告） 

第８条の２ 乙は、その従事者に対し、個人情報を取り扱う場合に当該従事者が遵守すべき事項、個人情

報の保護に関する法令等に基づく罰則の内容及び個人情報の漏えい等が生じた際に負う民事上の責任に

ついての研修を実施し、甲が指定する方法で報告しなければならない。 

２ 第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先に対し、前項の研修を実施さ

せ、同項の報告を受けなければならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならない。 

（事故発生時における報告） 

第９条 乙は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が生じ、又は生ずるおそれがあることを

知ったときは、当該事故の発生に係る乙の責めに帰すべき事由の有無にかかわらず、直ちに甲に対し報

告し、その指示に従わなければならない。 

２ 甲は、業務において利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合には、必要に応じて当該事故

に関する情報を公表することができる。 

（個人情報の返還等） 

第10条 乙は、この契約又は業務の終了時に、業務において利用する個人情報を、直ちに甲に対し返還

し、又は引き渡すものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、この契約又は業務の終了時に、甲が別に指示したときは、乙は、業務にお

いて利用する個人情報を廃棄（消去を含む。以下同じ。）するものとする。この場合において、乙は、

個人情報の廃棄に際し甲から立会いを求められたときは、これに応じなければならない。 

３ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄する場合には、当該個人情報が記録された電磁的記録媒

体の物理的な破壊その他当該個人情報の判読及び復元を不可能とするために必要な措置を講じなければ

ならない。 

４ 乙は、業務において利用する個人情報を廃棄したときは、廃棄した日時、担当者、方法等を記録する

とともに、甲の求めに応じて、当該記録の内容を甲に対し報告しなければならない。 

（定期的報告） 

第11条 乙は、甲が定める期間ごとに、この特記事項の遵守状況について甲が指定する方法で報告しなけ

ればならない。 

２ 第５条第１項ただし書により再委託先がある場合には、乙は、再委託先から、前項の報告を受けなけ

ればならない。 

３ 前項の場合において、乙は、再委託先から受けた報告について甲に報告しなければならない。 

（監査） 

第12条 甲は、業務において利用する個人情報の取扱いについて、この特記事項の遵守状況を検証し、又

は確認するため、乙（再委託先があるときは、再委託先を含む。以下この条において同じ。）に対し

て、実地における検査その他の監査を行うことができる。 

２ 甲は、前項の目的を達するため、乙に対して、必要な情報を求め、又は業務に関し必要な指示をする

ことができる。 

（損害賠償） 
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第13条 乙の責めに帰すべき事由により、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例

（令和４年鳥取県条例第29号）又はこの特記事項の規定の内容に違反し、又は怠ったことにより、甲に

対する損害を発生させた場合は、乙は、甲に対して、その損害を賠償しなければならない。 

２ 乙又は乙の従事者（再委託先及び再委託先の従事者を含む。）の責めに帰すべき事由により、業務に

おいて利用する個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、乙は、これにより第三者に生じた損害を

賠償しなければならない。 

３ 前項の場合において、甲が乙に代わって第三者の損害を賠償したときは、乙は遅滞なく甲の求償に応

じなければならない。 

（契約解除） 

第14条 甲は、乙が個人情報の保護に関する法律、鳥取県個人情報保護条例又はこの特記事項の規定の内

容に違反していると認めたときは、この契約の全部又は一部を解除することができるものとする。 

（死者情報の取扱い） 

第15条 乙が業務を行うために死者情報（鳥取県個人情報保護条例第２条第１項第６号に規定する死者情

報をいう。以下同じ。）を利用する場合における当該死者情報の取扱いについても、第２条から前条ま

でと同様とする。 

 

（注） 甲は鳥取県、乙は受注者をいう。 

 

 


